
１　現状

　　（１）　職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等および民間従業員データ

平均給与月額 対応する民間

の類似職種
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※　「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
※　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外手当などのすべての　　　　
　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
※　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の　　　
　　手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。
※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
　　（平成１６年～１８年の３か年平均）
※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致して
　　いるものではない。

（２）　年齢別職員数

（３）　その他の給与に関する事項

　　①　給料表

　技能職については、国家公務員の行政職給料表(二）の１級から5級を、労務職については、

同給料表の１級から４級を合成した給料表を採用している。
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　　②　手当

　扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当を

それぞれ該当者に支給しており、国家公務員に準拠している。

主な内容は次のとおりです。

 配偶者　13,000円、その他  6,500円(配偶者なし1人目　11,000円）

 特定扶養加算　5,000円

 借家　27,000円限度、持家新築5年以内　2,500円

　自動車のみの場合距離に応じ2,000円から24,500円

　交通機関利用の場合運賃相当額（55,000円限度）

　　③　昇給基準

　昇給については、毎年１回、1月１日を昇給月とし、前1年間における勤務成績に応じ、４号給(５７歳を超え

る場合は２号給）を標準とする昇給抑制措置を実施している。

２　基本的な考え方

　本町は、地方分権時代における行政課題に迅速に対応できる体制を整備し、効率的な行政運営を推進する

平成１８年度に定員適正化計画を策定し、計画的な職員数の削減を図り、少数精鋭によるスリムな執行体制

による職員数の適正化を行っている。

　この中で、技能労務職については、原則として退職者不補充とするともに、外部委託、指定管理者制度等の

導入により積極的に民間の活力を活用することとしている。

３　具体的な取組内容

　平成１８年４月の給与構造の見直しの実施により、給与水準を平均４．８％引き下げるとともに、５７歳以降の

昇給抑制を実施した。

　平成１９年４月現在、技能労務職員１５名が在職していますが、平成２０年度以降、順次定年退職を迎えること

から、今後は新規の技能労務職員を採用せずに臨時職員等で対応する。

４　その他

　技能労務職員の採用については、平成１３年度以降実施しておらず、業務の一部委託や臨時職員の活用に

より退職者不補充としている。

　現在、技能労務職員については、原則退職不補充という方針を出しておりますので、現在の平均年齢が

５６．２歳と高齢化しており、今後５年間で１２人(全体の８０％）の技能労務職員が定年退職を迎えることとなり、

業務の民間委託や事務事業に見直し等に取り組む。

　今後は、年度ごとの技能労務職員の退職状況を考慮しながら、将来的には全廃も視野に入れ、総人件費の

削減に取り組まなければならない。
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